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総務産業常任委員会審査報告書 

令和２年９月 24 日  

 

飯綱町議会議長  大 川 憲 明  様 

 

総務産業常任委員会委員長 風 間 行 男  

 

本委員会に付託の事件は、審査の結果、下記のとおり決定したので会議規則 

第 77 条の規定により報告します。 

 

記 

 

事件番号 件      名 審査の結果 

議案第 60 号 飯綱町多目的交流施設条例の一部を改正する条例 可 決 

議案第 61 号 
飯綱町企業立地の促進に係る固定資産税の課税免除

に関する条例の一部を改正する条例 
可 決 

議案第 63 号 
令和元年度飯綱町からまつの丘地区汚水処理場管理

事業特別会計歳入歳出決算の認定について 
認 定 

議案第 68 号 
令和元年度飯綱町農業集落排水事業特別会計歳入歳

出決算の認定について 
認 定 

議案第 69 号 
令和元年度飯綱町飯綱公共下水道事業特別会計歳入

歳出決算の認定について 
認 定 

議案第 70 号 
令和元年度飯綱町住宅地造成事業特別会計歳入歳出

決算の認定について 
認 定 

議案第 71 号 令和元年度飯綱町水道事業会計決算の認定について 認 定 

 

 次に本委員会の審査の経過及び主な質疑、意見について報告します。 

 

 

 

○議案第６０号 飯綱町多目的交流施設条例の一部を改正する条例 

質 疑：なし 

討 論：なし 

採決の結果：全員賛成で可決とした。 
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○議案第６１号 飯綱町企業立地の促進に係る固定資産税の課税免除に関する 

条例の一部を改正する条例 

質疑①：国の法律が変わったことによる改正だと思うが、今回の改正に伴う該当者

への影響はあるか。 

回答①：引用条文は現行どおりのため、影響はない。 

討 論：なし 

採決の結果：全員賛成で可決とした。 

 

 

○議案第６３号 令和元年度飯綱町からまつの丘地区汚水処理場管理事業特別 

会計歳入歳出決算の認定について 

質 疑：なし 

討 論：なし 

採決の結果：全員賛成で認定とした。 

 

 

○議案第６８号 令和元年度飯綱町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の 

認定について 

質疑①：農業集落排水事業の使用料未納額が、平成 27 年度から平成 28 年度にかけ

て減少して以降、ほぼ横ばいであるが、理由は。 

回答①：平成 27 年度から平成 28 年度にかけて、監査委員からの指摘もあり、不納

欠損処理を含む滞納整理を実施したことで未納額が大きく減少した。それ

以降についても、滞納整理を実施しているが、特定の方々が滞納されてい

て、未納額が減少しない。 

質疑②：当該滞納者とは継続して交渉しているか。 

回答②：分納誓約を毎年更新し交渉を行っており、少しずつでも納入いただくよう、

継続的に納入を促している。 

討 論：なし 

採決の結果：全員賛成で認定とした。 

 

 

○議案第６９号 令和元年度飯綱町飯綱公共下水道事業特別会計歳入歳出決算 

の認定について 

質疑①：水害等に際し、施設が機能しなくなった時に備え、委託業者等との打合せ
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はしているか。 

回答①：有事の際の連絡網が整備済みで、委託業者には年１回災害を想定した訓練

も実施していただいている。 

意見②：処理場が鳥居川の河川敷に近いため、鳥居川のはん濫で想定される災害を

踏まえて、業者と日頃から協議してほしい。 

質疑③：公共下水道で処理できる水量はどのくらいの余裕があるか。現在、北部衛

生施設組合で処理しているし尿を受け入れる余裕はあるか。 

回答③：クリーン飯綱では、し尿の直接投入は不可能であるが、希釈を行ったし尿

を受け入れる余裕はある。し尿の処理は生活環境係が検討中である。 

質疑④：集落排水から公共下水道への今後の接続の見通しはどうなっているか。 

回答④：平成 20 年度策定の「飯綱町生活排水処理区統廃合基本計画」に基づき、倉

井処理区は公共下水道に統合を行う予定である。上赤塩処理区や赤東処理

区は、同基本計画だけでなく公共下水道処理場の処理能力並びに各農集処

理場の機能強化及び改修の費用等を考慮し、公共下水道への統合や農集排

施設同士での統合を含め、現在検討中である。 

討 論：なし 

採決の結果：全員賛成で認定とした。 

 

 

○議案第７０号 令和元年度飯綱町住宅地造成事業特別会計歳入歳出決算の認 

定について 

質 疑：なし 

討 論：なし 

採決の結果：全員賛成で認定とした。 

 

 

○議案第７１号 令和元年度飯綱町水道事業会計決算の認定について 

質疑①：飯綱町全体の給水量のうち、事業所が使用している割合は。 

回答①：町全体給水量の 8.3％である。 

質疑②：大口の事業所では自前の井戸をくみ上げて利用していると聞く。上水道の

利用を増やしていただくような要望等を行っているか。 

回答②：各事業所では経費削減に向けた営業努力として地下水を利用しているため、

事業者に対して要望は行っていない。 

質疑③：天狗の館や飯綱高原ゴルフ場について、地下水の使用はあるか。 

回答③：井戸水と上水道を併用している。 

質疑④：有収率について、望ましい値や基準となる値はあるか。 
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回答④：そのような基準はないが、できる限り有収率を上げるよう努めていく。 

意見⑤：三水浄水場の原水の在り方について、町長より来年度中には結論を出した

いと聞いている。来年度は議員の改選期でもあるため、できる限り早く結

論を出していただきたい。 

意見⑥：牟礼地区の有収率を上げるため、漏水管の改修などの具体的な対策を早急

に進めていただきたい。 

討 論：なし 

採決の結果：全員賛成で認定とした。 

 


